
 議案第４９号 

   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年１１月２７日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年墨田区条例

第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域」を「東

京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域」に、「東京

都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区計画」を「東京都市計画押上・とうきょうスカ

イツリー駅周辺地区地区計画」に改める。 

 別表第１東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域の項を同表東京都

市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域の項とする。 

 別表第２東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域の部中東京都市計

画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ａ地区の項を東京都市計画押上・とうき

ょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域Ａ地区の項とし、東京都市計画押上・

業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｂ地区の項を東京都市計画押上・とうきょうスカ

イツリー駅周辺地区地区整備計画区域Ｂ地区の項とし、東京都市計画押上・業平橋駅

周辺地区地区整備計画区域鉄道施設地区の項を東京都市計画押上・とうきょうスカイ

ツリー駅周辺地区地区整備計画区域鉄道施設地区の項とし、東京都市計画押上・業平

橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｃ地区の項を東京都市計画押上・とうきょうスカイツ

リー駅周辺地区地区整備計画区域Ｃ地区の項とし、東京都市計画押上・業平橋駅周辺

地区地区整備計画区域Ｄ地区の項を東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周



辺地区地区整備計画区域Ｄ地区の項とし、東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区

整備計画区域Ｅ地区の項を東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地

区整備計画区域Ｅ地区の項とし、東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画

区域Ｆ地区の項を東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計

画区域Ｆ地区の項とし、同部を同表東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周

辺地区地区整備計画区域の部とする。 

 別表第３中６の１ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ａ地区

の部を６の１ 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画

区域Ａ地区の部とし、６の２ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区

域Ｂ地区の部を６の２ 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区

整備計画区域Ｂ地区の部とし、６の３ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整

備計画区域鉄道施設地区の部を６の３ 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー

駅周辺地区地区整備計画区域鉄道施設地区の部とし、６の４ 東京都市計画押上・業

平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｃ地区の部を６の４ 東京都市計画押上・とうきょ

うスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域Ｃ地区の部とし、６の５ 東京都市計画

押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｄ地区の部を６の５ 東京都市計画押上・

とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域Ｄ地区の部とし、６の６ 東京

都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｅ地区の部を６の６ 東京都市計

画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域Ｅ地区の部とし、６の

７ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｆ地区の部を６の７ 東

京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域Ｆ地区の部と

する。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区計画の変更に伴い、当該地区計画の地区

の名称を改める必要がある。 


